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保護者のみなさまへ 

大阪市立大正東中学校 

校 長  中 西  啓 

台風６号接近に関するお知らせ 

 

処暑の候、保護者の皆さま方にはますますご清栄のこととお喜び申しあげま

す。 

また、平素は本校教育活動にご理解とご支援を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、台風６号（チャンミー）が、近畿地方に影響を及ぼす可能性が高まっ

てまいりました。その場合、下記の措置を取りますので、お子さまの安全確保

をよろしくお願いいたします。 

記 

午前７時の時点、及び午前７時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及

び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。 

 

ア 気象庁より、大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川

氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合。（河川氾濫に係

る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ごとに発表されるので従来ど

おり「イ」の措置基準に準じる） 

イ 大阪市（大阪市長）より、所在する区のいずれかの地域において、河川氾濫の

「警戒レベル３（高齢者等避難）」、「警戒レベル４（全員避難）」の発令があ

った場合。  

   なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気

象情報ではなく、大阪市（大阪市長）が発令する避難情報に基づき、ご判断く

ださい。 

・暴風警報もしくは特別警報が発令されていなくても、気象状況により、校区

や通学路の安全等が確保されない場合は、学校長の判断で臨時休校する場合

があります。 

・登校時から下校時までに、暴風警報が発令された場合、居住地域や通学路の

安全、保護者の在宅が確認された場合は集団下校等の方法で下校させます。

確認ができない場合は生徒を学校において待機させます。 

・暴風警報もしくは特別警報が出ていないときでも、保護者の判断で登校の安

全が危ぶまれる場合は、安全が確保されるまで、自宅にて待機させてくださ

い。 

※本校からの最新の連絡や変更はミマモルメ及び本校ホームページに掲載し
ますので、適宜ご確認をお願いします。 


